
保育園・子ども園の保護者の皆様へ                 令和 5年 5 月 2 日 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）については、５月８日（月）から感染症法上の位

置付けが季節性インフルエンザと同じ「５類」へ移行されます。新宿区内の保育園・子ども園

は、基本的な感染予防対策等を継続したうえで、運営していきますので、ご理解とご協力をお

願い申し上げます。 
 

発熱（概ね 37.5 度以上）や感染症の疑いがあるときは、保育園・子ども園のご利用は控え

てください（自宅で検温してください。発熱時の体温は目安であり、個々の子どもの体調や平

熱に応じて、個別の判断が必要です。）。発熱があった場合は、解熱後 24時間が経過するまで

は、ご利用を控えてください。 

園児の感染が判明した場合は、発症日（無症状の場合は検査日）を 0 日目として 5日経過、

かつ解熱及び症状軽快後 24時間を経過するまでは、登園を控えてください。また、検査をし

ていなくても、症状や周囲の感染状況により、感染が疑われる場合も同様の取扱いをお願いし

ます。 

その場合は、必ず園に欠席の連絡をお願いします。園の開園時間外に感染が判明した場合は、

翌開園時間内にご連絡ください。 

なお、園内で感染者が発生した場合の一斉メール配信は終了し、必要に応じて、園内の掲示

などによりお知らせします。 

マスクの着用は個人の判断となっています。基礎疾患等、感染不安がある場合などでマスク

を着用することは可能です（２歳児クラス以下の児童のマスク着用は推奨しません。）。 

※マスクを着用している場合であっても、午睡のほか、熱中症リスクが高いと考えられる場合や、児

童が身体を動かすことの多い屋外で活動する場合には、園の判断でマスクを外すようにします。 

※マスク着用によって息苦しさを感じている様子がある場合、児童の体調が悪い場合や持続的なマス

クの着用が難しい場合、個々の児童の状況や気温や湿度によって熱中症などのリスクが高い場合は、

園の判断でマスクを外すようにします。 

※職員については、新宿区の方針により、保育中においては、当分の間マスクを着用します。 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染症法上の位置付けが「５類」へ移行される

ことから、一定の感染者が発生した場合の臨時休園等の措置を終了します。園内で感染拡大と

なった場合は、保健所等と相談の上、個別に対応していきます。 

なお、国の特例措置等が終了したことから、臨時休園となった場合及び園児が感染して保育

園等を利用できなかった場合の保育料の減額措置は終了します。 
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の情報は随時更新され

ています。最新情報は新宿区ホームページからご確認ください。 

 https://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/cln202002.html 
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